
カスタマーハラスメント防止の
取り組みにご協力ください 

令和７年12月 仙台市

【このような場合は対応を中止することがあります】

◇ 暴行、暴言、威嚇、差別的言動などがあった場合
◇ 同一の趣旨の質問に対し、丁寧かつ合理的な説明を
繰り返しても、理解や納得が得られない場合

無断撮影、虚偽情報の拡散恫喝・罵声・暴言・威嚇・脅迫

長時間に及ぶ拘束 不当・過度な要求

悪質な場合は 警察等関係機関と連携し、対応します

侮辱、揚げ足を取る、物を投げる、差別的な言動、セクハラ など 

このような行為は、カスタマーハラスメントに該当します
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